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   山陽小野田市きらら交流館条例の制定について 

 山陽小野田市きらら交流館条例を次のように定める。 
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山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市きらら交流館条例 

（設置） 

第１条 焼野海岸一帯の地域資源を生かした連携事業や交流イベントの実施、

地域の観光情報の発信等を通じて交流人口の拡大を図るとともに、市民生活

の憩いの場及び健康な暮らしの支援に寄与する機能を提供し、もって市民の

福祉の向上、地域の賑わいの創出を図るため、山陽小野田市きらら交流館

（以下「交流館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

山陽小野田市きらら交流館 山陽小野田市大字小野田５８４番地９ 

 （職員） 

第３条 交流館に館長その他必要な職員を置く。 

（事業） 

第４条 交流館は、次に掲げる事業を行うものとする。 

(1) 公衆浴場に関すること。 

(2) 地域の産物等の販売に関すること。 

(3) 飲食物の提供に関すること。 

(4) 観光その他地域情報の発信に関すること。 

(5) 健康づくりの推進に関すること。 

(6) 各種イベントその他の交流事業の開催に関すること。 

(7) 地域資源との連携に関すること。 



(8) 前各号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必

要なこと。 

（使用許可） 

第５条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又

は必要な指示をすることができる。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しな

い。 

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(3) 管理上支障があると認めるとき。 

(4) 使用しようとする者が山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小

野田市条例第１８号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規

定する暴力団員であるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第６条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用許可を受け

る際に、別表第１から別表第３までの定めにより算出して得た額を使用料と

して納付しなければならない。ただし、使用時間の変更等により使用料の不

足額が生じた場合は、使用後これを納付しなければならない。 

２ 市長は、公用若しくは公益のため交流館を使用するとき、又は特別の理由

があると認めたときは、使用料を後納させ、又は減免することができる。 

３ 前２項の使用料の算定金額に１０円未満の端数があるときは、その金額を

切り捨てる。 

（使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（特別の設備等） 

第８条 使用者は、交流館に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を

使用するときは、市長の許可を受けなければならない。 



（目的以外の使用等の禁止） 

第９条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に交流館を使用し、又はその使

用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第１０条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可

の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことがで

きる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、そ

の責めを負わない。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用許可の条件に違反したとき。 

(3) 使用の目的以外に使用したとき。 

(4) 不正の手段をもって使用許可を受けたとき。 

(5) 公益上その他市長が必要と認めたとき。 

 （原状回復の義務） 

第１１条 使用者は、その使用を終えたとき、又は前条の規定により使用の許

可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに原状に回復

し、市長に引き渡さなければならない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が代わって執行

し、その費用を使用者から徴収することができる。 

 （損害賠償） 

第１２条 使用者は、その使用により建物又は附属設備を損傷し、又は滅失し

たときは、これに相当する額を賠償しなければならない。 

 （職員の指示） 

第１３条 使用者は、交流館の使用については、職員の指示に従わなければな

らない。 

 （指定管理者） 

第１４条 市長は、交流館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）に交流館の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合は、第３条の

規定は適用しないものとし、第１３条中「職員」とあるのは、「指定管理者」



とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１５条 前条の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合に当該

指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 交流館の使用許可に関する業務 

(2) 交流館の維持管理に関する業務 

(3) 第４条に規定する事業の企画及び実施に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項の場合における第５条、第８条、第１０条及び第１１条第１項の規定

の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とす

る。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１６条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定

めるところに従い、適正に交流館の管理を行わなければならない。 

（利用料金） 

第１７条 第６条の規定にかかわらず、指定管理者が管理する交流館を利用す

る者は、指定管理者に交流館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表第１から別表第３までに掲げる額の範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変

更しようとするときも同様とする。 

３ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる

ものとする。 

４ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除す

ることができる。 

５ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基

準に従い、利用料金を還付することができる。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、交流館の使用について必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して４年を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前におい

ても行うことができる。 

（山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例の廃止） 

３ 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例（平成１７年山陽小野田市条

例第１８４号）は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第６条関係） 

  交流館使用料                    

区分 金額（１時間につき） 

多目的室１ ２５０円 

多目的室２ ２５０円 

多目的室３ １７０円 

展示ホール ８０円 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げて徴

収する。 

２ 多目的室及び展示ホールの使用者が営利（営業、宣伝等を含む。）を

目的として使用する場合は、この表に定める額の１００分の２００相当

額を加算して徴収する。 

３ 多目的室及び展示ホールの使用者が市外居住者の場合は、この表に定

める額（冷暖房に係る使用料を除く。）の１００分の５０相当額を加算

して徴収する。 

 

 

別表第２（第６条関係） 

  交流館浴室使用料 

金額 

大人（中学生以上） 小人（小学生） 小学生未満 

１回につき ６００円 

ただし、竜王山公園オ

ートキャンプ場の利用

者（サイトを使用する

者に限る。）は、半額

とする。 

１回につき ３００円 

ただし、竜王山公園オ

ートキャンプ場の利用

者（サイトを使用する

者に限る。）は、半額

とする。 

無料 

ただし、保護者同

伴でない場合は、

小 人 と 同 様 と す

る。 

回数券１２枚つづり 

６，０００円 

回数券１２枚つづり 

    ３，０００円 

 



別表第３（第６条関係） 

  冷暖房使用料                     

       使用区分 

種別 

金額（１時間につき） 

冷房 暖房 

多目的室１ ２７０円 １６０円 

多目的室２ ２７０円 １６０円 

多目的室３ １６０円 １１０円 

備考 

 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げて徴収す

る。 

 


